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反
対
討
論

　
新
田
　
勝
見
　
議
員

　

条
例
改
正
後
に
は
行
政

組
織
の
見
直
し
や
行
政
区

の
再
編
が
、
官
主
導
で
進

め
ら
れ
る
心
配
が
あ
る
。

　

市
の
職
員
が
地
区
セ
ン

タ
ー
に
居
な
く
な
る
こ
と

は
、
市
職
員
の
減
を
地
区

セ
ン
タ
ー
に
し
わ
寄
せ
す

る
方
針
。
地
区
セ
ン
タ
ー

は
、
地
域
づ
く
り
の
拠
点

施
設
で
あ
り
、
人
口
減
少

の
今
、
も
っ
と
太
い
パ
イ

プ
で
市
が
支
援
す
べ
き
。

　

行
政
区
の
再
編
に
つ
い

て
も
、
行
政
区
ご
と
に
話

し
合
い
が
必
要
。

　

地
域
の
課
題
に
つ
い
て
、

準
備
に
時
間
を
か
け
る
べ

き
。
条
例
改
正
は
時
期
尚

早
で
あ
り
、
反
対
す
る
。

賛
成
討
論

　
瀧
本
　
孝
一
　
議
員

　

こ
の
改
正
は
、
現
在
の

地
区
セ
ン
タ
ー
を
、
こ
れ

か
ら
の
地
域
づ
く
り
の
拠

点
と
し
て
住
民
自
治
を
実

現
す
る
た
め
の
入
り
口
で

あ
る
指
定
管
理
者
制
度
の

導
入
。
自
立
的
・
持
続
的

な
地
域
づ
く
り
を
模
索
し

な
が
ら
、
大
き
な
社
会
構

造
の
変
化
に
対
応
し
て
い

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

国
を
挙
げ
て
こ
の
小
さ

な
拠
点
に
よ
る
地
域
づ
く

り
を
進
め
て
い
る
現
在
、

県
内
で
も
本
市
の
取
り
組

み
は
決
し
て
早
く
な
い
。

議
会
も
チ
ェ
ッ
ク
し
な
が

ら
よ
り
良
い
方
向
を
目
指

す
こ
と
が
大
切
な
役
割
で

あ
る
。

反
対
討
論

　
荒
川
　
栄
悦
　
議
員

　

小
さ
な
拠
点
に
よ
る
地

域
づ
く
り
は
、今
後
の
遠
野

市
の
将
来
を
担
う
考
え
方
、

構
想
で
あ
る
。こ
れ
が
し
っ

か
り
議
論
さ
れ
な
い
ま
ま

条
例
改
正
だ
け
が
先
行
さ

れ
る
の
は
疑
問
で
あ
る
。

　

も
っ
と
ゆ
っ
く
り
時
間

を
か
け
る
べ
き
。
あ
ま
り

に
早
急
な
条
例
改
正
に
は

反
対
。

賛
成
討
論

　
照
井
　
文
雄
　
議
員

　

条
例
改
正
の
指
定
管
理

者
制
度
は
、
特
色
あ
る
地

域
づ
く
り
を
そ
れ
ぞ
れ
の

地
域
で
進
め
る
こ
と
が
で

き
る
第
一
段
階
と
考
え

る
。
今
年
の
市
民
と
議
会

の
懇
談
会
に
お
い
て
、
あ

る
地
域
で
は
「
市
か
ら
あ

る
程
度
の
具
体
案
が
示
さ

れ
な
い
と
わ
れ
わ
れ
も
意

見
を
述
べ
ら
れ
な
い
」
と

の
声
も
あ
っ
た
。

　

条
例
改
正
で
き
な
け
れ

ば
、
混
乱
が
生
じ
る
の
で

は
な
い
か
。

反
対
討
論

　
小
松
　
正
真
　
議
員

　

小
さ
な
拠
点
に
よ
る
地

域
づ
く
り
の
構
想
の
方
針

は
、
今
後
市
民
か
ら
の
意

見
を
聞
い
て
変
わ
る
可
能

性
が
あ
る
と
の
こ
と
だ
っ

た
。
議
会
で
議
決
し
た
後

に
条
例
の
根
拠
に
な
っ
て

い
る
方
針
が
変
更
さ
れ
る

と
い
う
こ
と
は
、
あ
っ
て

は
な
ら
な
い
。

「
で
き
る
」
規
定
だ
か
ら

と
い
っ
て
無
条
件
に
賛
成

す
る
こ
と
は
し
て
は
い
け

な
い
。

賛
成
討
論

　
佐
々
木  

大
三
郎  

議
員

　

遠
野
市
の
現
状
は
、
少

子
高
齢
化
と
人
口
減
少
、

財
政
難
に
歯
止
め
が
か
か

ら
な
い
状
態
が
続
い
て
い

る
。こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、

地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
や
医

療
、
福
祉
、
農
業
な
ど
の

日
常
生
活
を
揺
る
が
す
事

態
の
発
生
が
危
惧
さ
れ

る
。
ま
さ
に
、
ま
っ
た
な

し
の
状
況
。

　

こ
の
打
開
策
と
し
て
、

小
さ
な
拠
点
に
よ
る
地
域

づ
く
り
、
地
区
セ
ン
タ
ー

へ
の
指
定
管
理
者
制
度
の

導
入
が
示
さ
れ
、
現
在
地

域
へ
の
説
明
も
行
わ
れ
て

い
る
。

　

住
民
の
理
解
を
得
て
い

る
と
言
い
難
い
地
区
も
あ

る
が
、
そ
こ
に
は
、
今
後
、

十
分
に
説
明
し
な
が
ら
進

め
る
と
い
う
一
般
質
問
で

の
市
長
答
弁
が
あ
っ
た
。

【
関
連
記
事
】

　

議
案
第
28
号
に
つ
い

て
は
、
予
算
等
審
査
特

別
委
員
会
で
も
質
疑
応

答
を
交
わ
し
ま
し
た
。
詳

細
は
７
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く

だ
さ
い
。

9
月
定
例
会

　
令
和
元
年
９
月
定
例
会

を
、
８
月
27
日
か
ら
９
月

12
日
ま
で
の
17
日
間
の
会

期
で
開
催
し
ま
し
た
。

　
一
般
質
問
は
、
９
人
の

議
員
が
登
壇
し
、
市
政
を

問
い
ま
し
た
。

　
市
が
提
出
し
た
案
件
は

全
27
議
案
で
、
平
成
30
年

度
決
算
関
係
10
件
、
令
和

元
年
度
補
正
予
算
関
係
６

件
、
条
例
関
係
９
件
、
そ

の
他
２
件
を
審
議
し
ま
し

た
。

　
採
決
の
結
果
、
議
案
第

15
号
、
28
号
、
32
号
及
び

33
号
が
賛
成
多
数
、
そ
の

他
は
全
会
一
致
で
原
案
の

と
お
り
認
定
、
可
決
し
ま

し
た
。

　
ま
た
、
追
加
提
案
さ
れ

た
人
権
擁
護
委
員
の
推
薦

に
伴
う
人
事
案
件
１
件
に

同
意
し
た
ほ
か
、
議
員
発

議
に
よ
る
意
見
書
１
件
を

可
決
し
ま
し
た
。

議
案
第
28
号�

遠
野
市
民
セ
ン
タ
ー
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て
・
可
決

　
条
例
改
正
の
趣
旨
は
、
市
が
進
め
る
「
小
さ
な
拠
点
に
よ
る
地
域
づ
く
り
」
に
お
い
て
、
令
和
２
年
度
か
ら
地
区

セ
ン
タ
ー
施
設
を
指
定
管
理
者
に
管
理
委
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
規
定
を
定
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
す
。

　令和元年７月臨時会を31日に開催しました。
　国体記念公園市民サッカー場Ｂ面改修工事の請負契約の
締結について１件を審議し、原案のとおり可決しました。

7 月 臨 時 会

賛 否 の 公 表  
議　　　案　　　名 賛成 反対

議案第 15 号 平成30年度遠野市一般会計歳入歳出決算の認定について 14 ３

議案第 28 号 遠野市民センター条例の一部を改正する条例の制定について 13 ４

議案第 32 号 遠野市営牧野条例の一部を改正する条例の制定について 16 １

議案第 33 号 遠野市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を
定める条例及び遠野市保育料条例の一部を改正する条例の制定について 16 １

議席番号 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 13 14 15 16 17

議員氏名

小
松　
正
真

佐
々
木
恵
美
子

菊
池　
浩
士

佐
々
木
敦
緒

佐
々
木
僚
平

小
林　
立
栄

菊
池　
美
也

萩
野　
幸
弘

瀧
本　
孝
一

多
田　
勉

菊
池
由
紀
夫

菊
池
巳
喜
男　

照
井　
文
雄

荒
川　
栄
悦

安
部　
重
幸

新
田　
勝
見

佐
々
木
大
三
郎

議案第 15 号 ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○
議案第 28 号 ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ○
議案第 32 号 ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
議案第 33 号 ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

　※議長は採決に加わりません。○は賛成、●は反対。

審議結果は、遠野市ホームページで確認することができます。

賛否がわかれた議案等についてのみ掲載しています。

遠野市議会  ９月定例会  審議結果
ポ
イ
ン
ト

指
定
管
理
者
制
度
っ
て
何
？

　
市
の
公
の
施
設
の
、
管
理

運
営
を
民
間
事
業
者
等
に
委

託
す
る
制
度
で
す
。

　
﹁
地
区
セ
ン
タ
ー
の
指
定

管
理
﹂
は
、
現
在
は
市
職
員

が
常
駐
し
事
業
を
行
い
な
が

ら
施
設
も
管
理
し
て
い
ま
す

が
、
指
定
管
理
さ
れ
る
こ
と

が
決
ま
れ
ば
、
職
員
で
は
な

く
民
間
事
業
者
等
に
施
設
管

理
を
引
き
受
け
て
も
ら
う
こ

と
に
な
り
ま
す
。

　
市
は
、
施
設
管
理
を
担
う

方
の
人
件
費
も
含
め
て
指
定

管
理
料
を
計
算
し
、
こ
の
業

務
を
受
け
て
く
れ
る
団
体
を

公
募
し
、
議
会
に
諮は

か

る
こ
と

に
な
り
ま
す
。

　

指
定
管
理
の
メ
リ
ッ
ト

は
、
地
区
の
現
状
に
合
わ
せ

柔
軟
に
運
営
で
き
る
こ
と
、

収
益
を
上
げ
る
事
業
を
行
え

る
こ
と
な
ど
が
あ
り
ま
す
。

9 月定例会 9 月定例会・７月臨時会


